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効率性

所
管

区民部

年度

委託内容
なし

日開館日数 348

事業内容

委託の有無

事業目的

活動指標
347

区民館を設置することにより、地域住民のサークル活動をはじめ、文化及び福祉の向上、並びに健康増進に資する活動を
おこなう場を提供すること。

238,122

9,320

347

管理業務等
一部委託

地域住民の文化及び福祉の向上に寄与するため、各地域に計１３館の区民館を設置し、低料金での集会室等の貸し出し
や、トレーニング室の運営をおこない、活動の場を提供する。

補助金の有無

12,998

件 51,465 51,193

長期総合
計画体系

 [基本目標]

団体：利用者が10人以上の団体(区内と区外は構成員によって異なる)　　個人：16歳以上の区内在住、在勤又は在学の方

昭和

年度[終了予定]

 [小　　柱]

〔法令等名〕

 [施　　策]

事業区分

施設運営

平成２９年度　事務事業評価シート

東京都台東区立区民館条例・同施行規則根拠法令等

事業対象

事務事業名 区民館管理運営

　

区民課

行政計画 事業NO. ― 計画事業名
事業の開始・終了年度

（行政計画外事業）

事
務
事
業
の
概
要

　

[事業開始]

条例・規則

手段の適切性

事務事業コスト

(単位：千円)

［評価の理由］（区民生活への影響を十分考慮すること）

地域活動の拠点として、町会活動やサークル活動等に長年活用されている施設であり、今後
も活動の場を提供していく。集会室については、より有効に活用し利用率の向上を図るため、
個人または少人数でも利用できるよう利用要件の見直しを行っていく。

3
評
価
の
視
点

評価 評価の理由

町会活動やサークル活動等、地域住民の活動拠点として欠かせない施設となっている。

改善

評
価
結
果

目標はおおむね達成されているが、今後も引き続き利用件数の向上に努める必要がある。

3 全体として年々集会室等団体利用率や個人利用人数は増加傾向にあり、地域住民の文化及び福祉の向
上、並びに健康増進を図る手段として適切である。

3

財源項目

(単位：千円)

必要性

前回評価から
改善した事項

　受益者負担額（使用料・手数料・負担金など）

利用率の向上を図るため、平成28年4月1日より区外団体(区内団体以外の10人以上の団体)の区民館利用を開始し
た。(区内団体：利用される方が10人以上で、なおかつ、構成員の7割以上が区内在住、在勤又は在学者である団体)

36,100

250,039

23,056

拡大
改善
維持
縮小
廃止・終了

72,150

42.4

　その他特定財源（国や都の支出金・財産収入など）

　一般財源（区負担額） 176,431

今後の方向性

203,744

262,679

7,608

235,587

34,586

192,375

個人利用人数

45.0

76,810

43.7

35,858

245,729

23,077

16,949

23,078

目的達成度

２７年度 ２８年度

227,721

237,206

成果指標
集会室等団体利用率

14,599　人にかかるコスト（人件費など）

区民館の運営については、区民事務所・同分室・地区センターの運営に従事する職員が兼務しているため、
効率的である。職員が不在の土日及び夜間は、民間業者に委託する現在の運営方法が合理的である。

事
務
事
業
の
実
績

5,686

　物にかかるコスト（物件費・維持補修費）

　その他のコスト（扶助費・補助費など）

　総経費

目標値

347

52,000

80,000 68,236人

44,282

42.4

団体利用可能件数

215,302

種　別 指標の名称 (単位)
（３１年度）

２６年度

％

　決算額　　(単位：千円) 221,134


